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はじめに 

 ご存じのとおり、社会福祉協議会（以下「社協」という。）は、地域福祉を推進する中核的な団

体として、地域住民及び福祉組織・関係者の協働により地域生活課題の解決に取り組み、誰もが

支え合いながら安心して暮らすことのできる「ともに生きる豊かな地域社会」づくりを推進する

ことを使命としています。 

近年、自然災害が頻発化・大規模化しており、また、新型コロナウイルス感染症も猛威をふる

っています。このような非常事態下においては、平常の地域活動が困難となり、コミュニティの

力は一時的に大きく減少してしまいます。そのような時こそ社協が地域に寄添い、地域住民が再

び自らの力で立ち上がっていけるよう側面的に支援していく必要があります。有事のときこそ、

地域にとっては社協の重要性をより強く感じるときであり、有事にこそ本来の使命を全うしなく

ては、社協の存在意義にもかかわることになります。 

 なお、大規模災害時においては、地域の復旧・復興を支援するため、災害ボランティアセンタ

ーを立ち上げ、運営するとともに、災害時であっても止められない通常業務（総務や介護保険事

業など）も継続しなくてはなりません。災害時には電気等のライフラインの停止や職員が被災す

る可能性もあり、限られた資源の中で業務を継続していく必要があります。また、感染症等の流

行時においては、職員の感染による人員や活動の制限、感染リスクレベルにおける対応等が必要

です。 

 そのため、大規模災害や感染症等の有事においても、重要な業務を中断させず、または必要な

レベルで継続し、早期に復旧することができるよう、事前に策定しておく計画『事業継続計画

（BCP：Business Continuity Plan ※「業務継続計画」とも言う）』が不可欠です。 

 事業継続計画については、これまで社協や福祉施設では策定が十分に進んでいませんでしたが、

令和 3 年度の介護報酬改定において、介護施設・事業所における業務継続計画の策定や研修・訓

練の実施が義務化されます（3 年間の経過措置期間あり）。介護保険事業を実施している社協はも

ちろんですが、実施していない社協も前述のリスクを考慮し、早急に策定に取りかかることが望

ましいと言えます。 

 そのような状況を踏まえ、令和 2 年度から「とちぎ社協事業継続計画（BCP）策定・運用検討

会」を設置し、社協における事業継続計画のあり方やモデル運用について検討・協議をしていま

す。このたび、本検討会において、本書『とちぎ社協事業継続計画作成ツール【簡易版】』を作成

いたしました。P3「本書の活用方法と事業継続計画の策定について」を参考に、各社協での事業

継続計画策定の補助資料として活用いただければ幸いです。 

 

 

令和 3 年 3 月 

社会福祉法人 栃木県社会福祉協議会 
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出典：「大規模災害発生時における地方公共団体の業務継続の手引き（平成 28 年 2 月 内閣府） 

Ⅰ 本書の活用方法と事業継続計画の策定について 

 本書は社協向けの事業継続計画の簡易的な作成ツールです。事業継続計画の基本的な項目を盛

り込んだフレームワーク（ひな型）を添付し、計画作成において何をどのように検討していけば

良いのかが分かるよう、項目ごとに記載例やポイントを解説しています。それらを参考にしなが

ら項目に沿って自社協内で検討し、ひな型を埋めていくことで簡単に基本的な事業継続計画が作

成できます。 

 事業継続においては、部署間を超えた資源の調整や職員への教育、計画を維持していく方針な

ど、法人全体で取り組んでいく必要があります。そのため、1 担当者や 1 つの係で計画を作成す

るのでなく、部署を跨いだ計画策定体制を構築して検討していきましょう。 

なお、本書において、事業継続計画は事業継続の概要を示した全体計画であり、細かい対応手

順等については、既存の各マニュアル（災害対応マニュアル、災害ボランティアセンター設置・

運営マニュアル、感染症対応マニュアルなど）を活用することを推奨しています。 

 

【参考Ⅰ-１】事業継続計画策定の効果 
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Ⅱ とちぎ社協事業継続計画作成ツール【簡易版】の構成 

  本書における事業継続計画の構成は以下のとおりです。次項よりそれぞれの項目の内容や記

入例について解説していきます。 

なお、作成ツール様式については別紙『とちぎ社協事業継続計画作成ツール【簡易版】フレ

ームワーク』をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

№ 項 目 

１ 基本方針 

２ 被害状況の想定 

３ 非常時優先業務と目標開始時間 

４ 緊急事態発生時の対応体制 

５ 初動対応・全体フロー 

６ 緊急事態の発生時に起こりうる事態とその対策 

７ 教育・訓練 

８ 見直し 

参考 1 緊急連絡先リスト 

参考 2 備蓄品・資機材リスト 
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Ⅲ 各項目の説明と記載例 

１．基本方針 

 事業継続計画の策定に当たっては、関係者が相互に連携しながら円滑に進める必要があること

から、事業継続の基本方針を定め、組織全体で意思統一を図った上で、検討作業に着手します。 

 基本方針では、災害等緊急事態が発生した際に、社協としてどのように対応していくかという

方針を定めます。 

 

【記載例】 

１．基本方針 

 ᵓψʺӟᴞχ τṁξΦʺⱧỘὋ Ϭ“ΜϘβʻ 

基 本 方 針 

͍ ʾӗ χᶎ  

   ԌϞᴪ ʺ ♅Ђ˔РІ χӗיּ ᶎ ʾӗ ᶎ ϬΩ τ“ΜϘβʻ 

ᵓזּ ͎ χ “ 

   ӽ ♅Ϭ βϥ ᶋ σ ρΰοʺ ӽ Ϟ ♅ ʾḩἰּיχẸ τϢ

Ϥʺ ӽχИ˔ЇϬ ӃΰσΥϣ ẛʾ ọϬ ◙ΰϘβʻ 

͏ ⱧỘχӲⱱὋ  

   ᵓΥם☼βϥⱧỘτΣΜοʺ τ κ ΫϥỘ Ӳ̋ⱱὋ ΰσΪϦωσϣ

σΜỘ τνΜοʺ ӡϬνΪο“ΜϘβʻ 

͐ Ộ χם☼ χᶎ  

   Ộ χ “τ σ Ɫᾛʺ ⱢᾛϬ τ βϥθϛʺ Ộ ӟ

ᵰχỘ τνΜοψʺ ʾẈ♁ΰϘβʻζχῇʺ Ộ τֲốϬ ΠσΜ Ӥπ

ⱳ™ᵫΰοΜΦϘβʻ 

͑ ⱧỘὋ ὓᵊˢ͗ͥ͘ˣχם῟ χᶎ  

  ⱲΤϣễӾϞἩ Ϭ ʺβϥρρϜτ☼םτם βϥⱢᾛτ βϥ ├

τνΜο σ Ḛ Ϭם☼ΰʺם῟ χᶎ Ϭ ϤϘβʻ 

 

 

 

 

 

 ʾ χṁ Ϟ Ϝᴥ ΰʺⱧỘὋ χṁ ϬὨϛοΜΦϘΰϡΞʻ 

ʾừẍⱲ ᴂτΣΜοʺּזẸχ βϥⱢᾛιΪπψ τ ᴂπΦσΜᴦ Υ‰Μθϛʺˮ

ớ τᵰ ϒχᴂכϬ Ϊ Ϧϥ˯άρψớϛο πβʻζχϢΞσḢ Ϭ τᴥΠο

ΣΜοϜ ΜπΰϡΞʻ 

 

 

Ɇȍɜȱ 
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２．被害状況の想定 

 非常時優先業務の整理及び必要資源に関する対策の検討を行う際の前提条件として、社協の業

務が外部条件によって受ける制約（建物被害、ライフライン支障等）を把握します。 

 そのため、想定される緊急事態（地震、洪水、土砂災害などの自然災害、新型インフルエンザ

などの感染症の流行など）及び発生条件（発生時期等）を選定し、地域や拠点（本所、支所、事業

所など）の被害状況を想定します。 

 

【記載例】 

２．被害状況の想定 

 ὓᵊτΣΜοψʺӟᴞχρΣϤừẍⱧ ρ ᵲ ệϬ ΰϘβʻ 

（１）想定する緊急事態 

緊急事態 想 定 備 考 

 

 

̓̓◕ ᴞἷ ˢ͢6.9 6ếˣ 

ʾ◕ π 6ếʺԁ π 7Υ  

ʾ πψ 6χ ϦΥ ήϦϥʻ 

ʾ ψ χ  

̓̓◕χ  

 

ᵲ 

⁞֗τϢϥ ᵲ 

ʾ100τ1 χ ֗Ϭ  

ʾ◕ ᶆ π ʾ ᴞ ΚϤʺ╦ḧ ӽπψԁ

₳ ϦΥ ʻ 

̓̓◕χ  

 

（２）想定する事態による被害状況 

経営資源 想定する被害 

Ԍs Ԍʺ Ԍσς  x ʺ χ ᵗʾῖ Ṑḩχ ᴪ̋ χⱧ ˢᶘ  χẈ ʺ

ạᴪ χᵒῐ ˣτϢϤʺ Ψχ ԌΥ ỠπΦσΜʻ 

24Ⱳḧӟ ˜60̋ʺ3 ˜80̋ʺ1 ḧῇ˜90̋ Υ Ỡʻ 

ὺ  ὺ ψ ᴦ ʻΰΤΰʺӗ Υᶎ ήϦϥϘπԁⱲ τ

πΦσΜ ›ΥΚϥʻ 

̓̓◦ ψ τϢϤ ʻs ᵲˣ 

Ɫ∙ʾ  Ɫs Ⱨ Ϟ☼ χיּ ʾ־ ˢϷЭБ ˣ̋ Ϲ

Њзр ˣχ ΥԁⱲ ρσϤʺ3 ḧ† πΦσΜʻ

ⱧỘּיΥԁⱲẈ♁ρσϥʻ 

ⱢỲ ←τϢϥᵓ χᾚ ʺⱧỘχ ♁ τ ΞⱧỘ ᾚ Ϟ

Ӧ ḥτϢϤʺ Υ τᾚ βϥᴦ ΥΚϥʻ 

Ỳ Ṑḩχ τϢϤʺ ᵓὓχԁⱲ ♁ϞΚβοϣβ יּ

χỲ ΰ ϦΥπΦσΨσϥʻ 

ʾ  ᾧ ʾὀ ψ ϯϼЈІτϢϤ Υ ΰʺϕρϭ

ς ρσϤʺ1 ḧ ψ ΥὌΥϤτΨΨσϥʻ 
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ϱрЌ˔КАЕψ ϞϾ˔Уи χθϛʺ1 ḧ ► π

ΦσΜʻ 

ЄІГЭʾД˔Ќ Д˔ЌЂ˔Н˔ϞОЊЀрʾМ˔ЖДϰІϼΥ ʾ τϢϤ

βϥʻᵒῐỘ ЄІГЭσςΥ► ᴦτσϥʻ 

жϱТжϱр ṓψΩ 3 ḧʺ ψΩ ͓ ḧʺᴞ ψΩ 1ΤὮḧ

► πΦσΜʻ 

 

 

 

 

 

 ʾ ṛ ←ᵲˢ ʺ ṛ ᵲʺ ᴲ ˣτνΜοψʺᶆ◕ “ Υם☼βϥ ᵲ Ϭᶨ

ΰϘΰϡΞʻϘθʺ ◕ χᵃẠχ←ᵲⱲχ ᵲ ệϬʺꜛ◕ τ ΦḊΠο βϥ

ˢἝ Ϟ ᾕ ⁞֗ χ ᵲᶤ›τṁξΦ▄ βϥʺσςˣϜΚϤϘβʻ 

ˬ╥―˭˰ ᾉ ᵲ ˱s ᾉˣ 

http://wwwbousai.bousai.pref.tochigi.lg.jp/jishinhigai/index.html 

 

 ʾΩ Τϣ οχừẍⱧ Ϭ ΰϢΞρδγʺ ΰϞβΜⱧ Τϣ⌠ ΰʺ֫ ʾᾋ ΰ

χ πУжАЄвϯАФΰοΜΦϘΰϡΞʻϘθʺἇ σ ᵲ τάιϩϤᵃΧϥρ⌠

Υ ϘσΨσϥᴦ ΥΚϤϘβʻ⇔ΤΜ ᵲ ϢϤϜʺˮ ΩӂχⱧ ˯χϱЮ˔ЅΥ

πβʻ 

 

 ʾ╥ τνΜοψʺᶆ Ԍχꜛ Τϣ╥ ˢ ˢ◦ ˣx ϒχẩ ʺꜛ χ ←ʺ

Ԍʾᴪ χ ʺᴪ χ χיּ σςʺ Ψχ ԍΥ ϙϘβʻ ᵰχⱧ τσ

ϣσΜϢΞ ẩ̋ Ϭԁνχ ӗτʺ ᾗΰΜ╥ ˢ6ɨ τxΰοΣΨρ Μπΰϡ

Ξʻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ɇȍɜȱ 
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３．非常時優先業務と目標開始時間 

 緊急事態発生時に、資源や時間等の制約を伴う状況下で事業継続を図るために、優先的に実施

する業務を絞り込みます。 

 優先順位付けの方法として、（１）優先度の判断基準によりランク分け(優先度の高い方から A、

B、C、D など)する方法や、（２）時間軸から業務目標開始時間（3 時間以内、1 日以内、3 日以内

など）を設定する方法が一般的です。業務目標開始時間は、単に一部着手することを意味するの

ではなく、一定程度の業務が実施される状態を指します。ただし、目標開始時間は、災害の発生

の時間帯や災害の種類によって左右されるものであるため（その場合は最も早い時期を設定する

のが原則）、あくまで目安であり、業務の優先順位を明確にしておくことが重要です。 

 本書では、優先度の判断基準の尺度として、①「職員・利用者の生命・生活の維持」、②「法人

運営の維持・継続（コンプライアンス含む）」、③「コミュニティの維持（地縁・つながりづくり）」

の 3 点を挙げています。特に③については、社協の事業性から特有の尺度として入れています。 

【記載例】 

３．非常時優先業務と目標開始時間 

 ᵓψʺừẍⱧ Ⱳτ τᵫ◐ʾ™ᵫβϥỘ ϬӟᴞχρΣϤρΰϘβʻ 

  ˲ ʿAs Ω ˣ˼Bs ˣ˼Cs ԁⱲẈ♁ˣ˼Ds Ẉ♁ˣ˳  

  ˲ֲố ʿas τ ΦΜˣ>bs ΦΜˣ>cs σΜˣ>ds ϕϖσΜˣ˳  

ˢ͍ˣ Ⱳ Ộ  

【地域福祉係】 

区 分 業 務 名 

優

先

度 

優先度の判断基準（影響度） 

【影響度： a > b > c＞ｄ】 
業務開始目標時間 

職員・利用者

の生命・生活

の維持 

法人運営

の維持・継

続 

コミュニ

ティの維

持 

3 時間 

以内 

1 日 

以内 

3 日 

以内 

2 週間 

以内 

1 か月 

以内 

ᴂẍỘ  
←ᵲЩжрГϰϯЈрЌ˔

ˢ ᵲ ệᶎ ʺ“ ʺ

ⱢṐ∙ʾ ʺ ʾ  x
A a b a ̔ ̠ ̠   

ᴂẍỘ  
←ᵲЩжрГϰϯЈрЌ˔ ʾ

ְ֫ A a b a   ̔ ̠ ̠ 

Ộ  Ђ˔РІτḩβϥάρ B a d c   ̔ ̠ ̠ 

ʿ ʿ ʿ ʿ ʿ ʿ ʿ ʿ ʿ ʿ ʿ 

 

ˢ͎ˣẈ♁Ộ  

【地域福祉係】 

業務名 

優

先

度 

優先度の判断基準（影響度） 

【影響度： a > b > c＞d】 

職員・利用者

の生命・生活

の維持 

法人運営

の維持・継

続 

コミュニ

ティの維

持 

Ђкрְ֫τḩβϥάρ C d d a 

ЩжЈрῲ Ⱡτḩβϥάρ D ͻ ͻ ͺ 

ʿ ʿ ʿ ʿ ʿ 

̞ Ộ τֲốϬ ΠσΜ Ӥπʺṁ τ CχỘ Τϣ ⱳ™ᵫΰϘβʻ 
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ʾừẍⱧ ϒχ ᴂτΣΜοψʺּזẸ π ᴂβϥάρΥ ᴦὧπΚϥθϛʺ Ⱳ Ộ

χᾁ τΚθμοψʺᶆ ԌϞ χ︠ σ╥ᵊΥ πβʻs ̞˲╥― -1˳ ╥ ˣ 

 

ʾ τνΜοψʺ₈χⱢᾛˢ ʺ Ԍ ˣπם☼ᴦ ΤςΞΤρΜΞˮᴦ ˯χ♪ πσ

Ψʺ ᵺỘ Υᵫ◐ήϦϥ ΥΚϥΤρΜΞˮ ˯χ♪ Τϣᾁ ΰϘβʻσΣʺם☼

ᴦ τνΜοψʺ ᵲ Ϭ ϘΠοᾁ ΰʺᾝ πψ₉ πΚϦψ 「̋６．緊急事態の発

生時に起こりうる事態とその対策」τΣΜοʺם☼ᴦ ρσϥϢΞ ├Ϭ„αϘβʻ 

 

ʾ Ộ τνΜοʺ ӡϬνΪϥỘ χ Φήρΰοʺˮ Ⱨ йЦи˯π“Ξ

ΥΚϤϘβʻ Ộ έρτ ӡΥνΪϣϦϥχπʺ Ϊ ϦΥσΜʺ ϬὨϛ

ϞβΜʺ Ặ ΥΰϞβΨᶆ ԌΥ ӡχϯЈІЮрЕτ︠ τ╥ᴥβϥάρΥπ

ΦϥʺρΜΞЮзАЕΥΚϤϘβʻΰΤΰʺỘ Υ⇔ΤΜ ʺ Φ ΰϞ ₰τ ԌʾⱲ

ḧϬ βϥρΜΞДЮзАЕϜΚϤϘβʻ 

 

ʾᴂẍỘ τνΜοψʺ ꜛπԁΤϣ ấβϥάρψ⌠Ộ Ϝ ΦΨʺ ϦϜ βϥỂϦΥ

ΚϤϘβ ᴞ̒Ṝ˲ ╥― -͎ ˳ˮ ừẍⱧ Ⱳτ θτ βϥỘ Ϟ˯ṌτⱧỘὋ ὓᵊϬ

├ ΰοΜϥ◕ ẸχⱧזּ ˢHPπ῝ᵫήϦοΜϥϜχϞᾉ “Ⱨ σς Ϭx╥―τ

βϥάρπʺϢϤ῟ τ βϥάρΥπΦϘβʻ “Ⱨ χᶨ ψʺ ΰθ χ

χᾁ Ϟ Ϊ Ϧχᶎ Ϭ“Ξ πϜ ῟πβʻ 

 

ʾӦ ⱧỘτνΜοψʺⱧỘ ζχϜχχ ψ ΨοϜʺּזẸ πψ ♁ ϬὨϛϥά

ρψπΦϘδϭʻⱧ τӦ ᾕˢ“ ˣρẸṳΰοΣΦʺ←ᵲṛ τϢμοψ ♁ χ

ϜπΦϥϢΞτΰοΣΨάρΥ ϘΰΜπβʻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ɇȍɜȱ 



  10   

 

̞ˮ←ᵲVC˯ =ˮ ←ᵲЩжрГϰϯЈрЌ˔˯χ  

【参考Ⅲ-1】全職員参画による段階的な検討・策定（真岡市社協） 

 真岡市社協では、事業継続計画策定にあたり、まず初めに全職員へのアンケート形式で職員

への聞き取りを実施⇒次にその内容を係ごとで協議・検討⇒係ごとで検討した内容を、係長会

議において精査、計画へ落とし込み⇒落とし込んだ計画を局長含めた会議体で最終確認し、策

定しました。 

 

 ˲ ᴎ◕ּזẸτΣΪϥBCP├ Тк˔˳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考Ⅲ-2】 

 緊急事態発生時に新たに発生する業務例（地震・風水害想定） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ˢρκΧּזẸ͗ͥ͘├ ʾ֫ ᾁ ᵓ⌠ ˣ 

①個人レベル ②係レベル ③係長会議 ④最終確認

（策定委員会）

アンケート形式で全職

員に聞き取り
各係内での検討 BCPへの落とし込み BCP策定

ʾ Ⱳχ╥ ᶎ

ˢꜛ Τϣχẩ ʺ╥

Ⱳḧ ˣ

ʾ Ộ χϯЈІЮ

рЕˢ ӡ Ϊˣ

ʹʹʹʹʹʹʹʹʹ

χ Φ︡Ϥ Ϭ

ᶆἰ πẸṳʾᾁ

πᾁ ΰθ χ

₰ʺὓᵊϒχ ρ

ΰ₅ϙ

π⌠ ΰθBCP

Ϭộ ḯϛΩ ᶎ

⇒全職員へ周知

Ὂְ ӽ ♅ ʾᾂכ◦ ῐ ᵒῐʾ ᶨ◦כ ☼ Ḛ ζχ

ʾ“ Τϣχ כ◦

ʾ∕ יּ ˢ“

Τϣχ ˣ

ʾ כ◦ Ɫχ ằ

ʾἋΦᴪ ᴂˢ ˣ

ʾ Ԍχӗ ᶎ

ʾ Ԍχӗ ᶎ

ʾ ˢ“ σςˣ

ʾ← ρχ

ʾ Ⱨ  ʺỠ χ

Ḛ

ʾ כ ᴂ

ʾ Ⱨ

ʾ

ʾ

ʾЫІЀЬ ᴂ

ʾṳᵓ ᴂ

ʾὺ ʺ χ ẛ ᴂ

ʾ χ︣

ʾ◦כỲˢẶ Ỳ ˣ

χ

ʾ◦ Ⱨ χ ᴥ

ʾṄ Ỳ Ϊ Ϧ

ʾ ᵃ Ὧ Ⱨ

ʾ Ⱨᵓχᵫ℗ˢṁỲχ

︡Ϥ ΰˣ

ʾ←ᵲVCϒχ Ⱨ

ʾ←ᵲVCχ︠Ḛ

ʾꜛⱵᵓʺ ӦԌρχ

ʾ ỸּזẸ ρ ὀΰθ

ᵲ χ Ӄ

ʾ← ρχ

ˢ™Ἷˣ

ʾ ӽΤϣχ ᴂ

ʾЩжрГϰϯχ ʺ

ὀ

ʾ ЩжрГϰϯ

ʾ כ◦יּ← χ

ʾᴠ χᾋ︢Ϥ χ

כ◦

ʾ χӗיּ ᶎ

ʾ χЮрЌиϾϯיּ

ʾΚβοϣβ◦כԌχӗ

ᶎ

ʾΚβοϣβ◦כԌỘ

χ Ԍ ᴂ

ʾỴ“χ ← ᶎ

ʾ ΰοΜϥЂ˔РІ

ⱧỘּיχ ệᶎ

ʾừẍ ῢⱢỲ

ʾ ᶧ̠ χ ᴥˢ

ӽἰρχ ὀˣ

ʾ←ᵲVCϒχ Ⱨ

ʾ χӗיּ ᶎ

ʾ χיּ

ʾϋρϤ ϣΰ‰ χיּ

ʾЂ˔РІχ

ʾⱧỘם☼ χ ̠

ʾ“ ρχ

ʾ∕ ˔ΤϣχИיּ

Ї

ʾ ♅ χְ̠֫

Ԍ ᵃχ

ʾ ⱧỘּיρχ

ʾ←ᵲVCϒχ Ⱨ

ʾ☼ χיּ

ʺӗ ᶎ

ʾ יּ ᴂ

ʾ Ɫˢ ˣχᶎיּ

ʾ☼ χ ᵲ ệχᶎ

ʾ„℅ʺ☼ χ

♁

ʾḚ Ộּיϒχ

ʾ ʺ

ʾṐᵣʺ χᴂẍ

ᴂʺ

ʾ Ђ˔РІχᵫ
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4．緊急事態発生時の対応体制 

 緊急事態が発生した場合の対応体制を明確にします。すでに、緊急時の対応体制（災害対策本

部体制）が定められている場合は、業務継続のために新たに定める必要はありません。しかし、

社協自らも被災し、資源制約が伴う条件下であっても、これまでの体制で業務継続に支障がない

かを検証しておくことが重要です。 

 

【記載例】 

 ᵓτΣΪϥừẍⱧ Ⱳχ ᴂ ψʺӟᴞχρΣϤρΰϘβʻ 

（１）緊急事態発生時の対応体制ˢ Ⱳ Ộ χם☼ ˣ 

  ừẍⱧ Υ ΰʺ◕“ τ←ᵲ ├ Υ ήϦθ ›ʺӟᴞχ ᴂ τ ϞΤτ

ӱ“ΰϘβʻ 

˲ ˳ 

 

 

 

（２）構成役職員の代行順位 

  ừẍⱧ Υ ΰθ∑χ “ ӡψӟᴞχρΣϤρΰϘβʻ 

職務代行の対象者 
代行順 

第 1 第 2 第 3 

本部長 ̓̓ ᵓ  ̚̚ ᵓ  Ⱨ 

副本部長 Ⱨ ộ  Ⱨ ộⱳ  ᴿ  

事務局長 Ⱨ ộⱳ  ᴿ  ♅Ђ˔РІᴿ  

総務班長 ᴿ ₪ ˜ ˜ 

：    

  

 

【災害支援本部】

運営会議

ᶆ

ˢᵓ ˣ ˢ Ⱨˣ ˢᶆ ˣ

ʿᶆ◦

Ԍʿ◦ Ԍ

ʿ ӽ ♅ᴿ

Ԍʿ ӽ ♅ᴿ Ԍ

ˢ◦ ԌʺᵒῐЂ˔РІᴿ Ԍˣ

ʿᵒῐЂ˔РІᴿ

ԌʿᵒῐЂ˔РІᴿ Ԍ

ᵒῐ

ӽ◦כ ˢ←ᵲVCˣ

◦

Ⱨ ộ Ⱨ ộⱳ

ʿ ᴿ

Ԍʿ ᴿ Ԍ

連

携

◕←ᵲ ├

←ᵲϯЖНϱЃ˔

ᾉּזẸ σς
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（３）ＢＣＰの発動基準 

  ͗ͥ͘χ ẉόᵔ ψⱧ ộ Υ◙ꜘΰϘβʻ 

段 階 発 動 基 準 

͗ͥ͘  ӟᴞτνΜο › τ᷈ӛΰοʺⱧỘχὋ τ ΰΜֲốΥΚϥρ

ήϦϥ › 

ʾ Ԍχ Ϟῖ χ τϢϥ Ỡᴦ σ Ԍχ  

ʾ ᵓχὺ Ϟ χ ᵲ ệ 

ʾ ṓʾ ᴞ ʾ χжϱТжϱрχ  

ʾ ӽϒχ ᵲ ệʾ ᵲṛ  

ʾ“ Τϣχ←ᵲЩжрГϰϯЈрЌ˔χ χ  

͗ͥ͘ᵔ  Ṝχ ệΥᵕ ΰʺⱧỘϒχ◦ Υᵔ ΰθρ ήϦϥ › 

 

 

 

 

 

 ʾˮˢ͍ˣừẍⱧ Ⱳχ ᴂ ˯χ ꜘψ ᶓ ṛ χ ΦΜּזẸχ πβʻ йЦиσ

ς Ԍχ σΜּזẸτΣΜοψʺζϜζϜᵰ Ϭכ◦ ϦϥάρϬ ρΰο Ϭ―Πο

ΣΨs ᾉּזẸϞḩἰṐḩϬᴥΠθ Ϟự ˔Ẹρχῲӽ←ᵲЩжрГϰϯЈрЌזּ ˣ

σςʺם῟ χΚϥ Ϭᾁ ΰϘΰϡΞʻ 

 

ʾˮˢ͎ˣ  Ԍχ “ ӡ˯τνΜοʺ Υԁʺ “ ӡΥ͏ӡϘππ ϘϣσΜϾ˔І

Ϝ ΰʺˮ ӡχּיΤϣ “βϥ˯σςχẶ ᵔϬ μοΣΦϘβʻσΣʺּזẸχṛ

Ϟ τᴂαοϜ ϩϤϘβχπʺζϦηϦχּזẸτᴂαθἹϬᾁ ΰϘΰϡΞʻ 

 

ʾừẍⱲτψІС˔ЖḇχΚϥ Υ πẐϛϣϦϘβʻˮ Ω Ϭβϥ ψ Τ˯ϬẶ

꜡ΰοΣΨάρϜ πβʻ 

  

ʾσΣʺừẍⱲχ ᴂ ϬϢϤם῟ χ‰ΜϜχτΰοΜΨθϛτψʺ ⱲΤϣἩ ϞЄЬ

вй˔ЄдрτϢϤ™ᶎ ʾᾁ ΰʺУжАЄвϯАФϬΰοΜΨάρΥ πβʻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ɇȍɜȱ 
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5．初動対応・全体フロー 

緊急事態が発生した際に、まず初動では何を行い、どのような流れで事業継続対応体制に移行

していくのかを具体化します。即座に初動対応ができるよう、初動からの各職員・各部署の役割

を、組織全体で共有しておくことが大切です。 

社協にとって、特に大規模地震や風水害の自然災害の発生時には、職員・利用者の安否確認、

避難誘導、避難者対応に加え、災害ボランティアセンター設置に向けた調整など新たに発生する

業務が急増します。そのため、特に初動期は混乱が生じやすく、思考停止状態に陥ってしまうこ

とも少なくありません。初動の遅れは、連鎖的にその後の対応に影響を与え、後手後手の状態に

なってしまうと、やるべきことがやるべき時にできなくなってしまいます。その結果、社協とし

て信頼を失う結果となりかねませんので、初動はしっかり押さえておく必要があります。 

なお、ここでは、職員の参集体制が確立されていることを前提としています。参集体制が確立

されていない場合は、別途体制検討が必要です。 

 

【記載例】 

４．初動対応・全体フロー 

（１）事前対応（風水害等の被害の発生が事前に予測できる場合） 

ϒχיʾḩἰּיּ   Ϟ χᶎ ʺ←ᵲ ᴂχ Ϭ ϛοΣΦϘβʻ 

 

（２）初動対応 

①各職員での緊急対応 

緊急対応 内容 

̕ꜛ ʺᴪ χӗ ᶎ  

 

Τϣ Ϭ︢ϥ“ Ϭ︡Ϥʺꜛ ẉόᴪ χӗ Ϭᶎ

βϥ ∕̒Ỡ ψʺ Ϟיּ χӗיּ Υᶎ πΦϥϢΞ◙

ꜘ Ϭ“Ξʻ 

̓ ṍ ᴲχם☼ 

ˢᴲ← Ⱳˣ 

ᴲ← Ⱳψʺ ϞΤτ ṍ ᴲϬ“Μʺ ệτᴂαο

ϒ βϥʻ 

̓ ʾ  

 

ὺ τ ϘϥάρΥḾᾑσςʺ χ Ϭ ΰθ ›

ψʺ ϞΤτ τ ʺ Ϭ“Ξʻ 

̓ᴂẍẎῐ 

ˢᵚᵈ ΥΜϥ ›ˣ 

ựΨτᵚᵈ ΥΜϥ ›ψʺ ϞΤτᴂẍẎῐϬ“Ξʻ 

̓ự ᵲᶎ ʾ  

 

χ ᵲ ệϞừẍⱧ χ ệτνΜο βϥʻ 
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②職員の緊急参集／非常時対応体制への移行 

  ˮּ̓̓זᵓ ♅Ẹṳᵓ←ᵲ ᴂЫИвϯи˯τ ϛϥˮ Ԍχ╥ ṁ ˯τϢϤ Ԍχ

ừẍ╥ Ϭ“ΜϘβʻ╥ ῇʺ ϞΤτộ ְ֫ᵓṳϬᵫ℗ΰʺˮ ←ᵲ◦כ ˯τϢ

ϥ Ⱳ ᴂ ϒχӱ“Ϭ“ΜϘβʻ 

 

 各班での初動活動   

班 初動活動 内容 

総務班 

Ԍχӗ ᶎ  ӗ ᶎ Ю˔иϬ ʻ Ԍχӗ ᶎ Ϭ“

Μʺ╥ ᴦ τνΜοϜ βϥʻ 

← χ  ᶆ ˢжЅϷʺSNS ˣẉόḩἰṐḩ

ϢϤ ← χ Ϭ“Ξʻ 

◕“ ρχ  ◕“ ρχ ︣ Ϭᶎ ΰʺ Ặ Ϭᵫ◐

βϥʻ 

ᾉּזẸρχ ᴂ̋כ

 

ᾉּזẸρχ ︣ Ϭᶎ ΰʺ Ԍχӗ ệʺ

←ᵲ ᴂ ϒχӱ“Ϭ Πϥʻ τᴂαο

ԌʾⱢ∙χᴂכ Ϭβϥʻ 

←ᵲ◦כ χ ְ ◕← Υ ήϦθ ›ʺ ϞΤτ←ᵲ◦

כ Ϭ ְβϥʻ 

： ： ： 
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（3）全体フロー（地震・水害） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʾ Ԍʹʾ☼ ʹʾ

ʾⱢỲʹʾЄІГЭ ẛ

ʾ ⱢʺⱢṐ∙ ʹ

ϒχיʾḩἰּיּ ʺ ᴂ

代替方法の実施

優先業務の復旧・継続

業務の縮小・休止

◕ χ ᵲ ệᶎ ʾ

職員の緊急参集／災害対応体制への移行

ˢ˰ּ̓̓זᵓ ♅Ẹṳᵓ←ᵲ ᴂЫИвϯи˱τϢϥˣ

BCPの解除

σⱧỘӟᵰχⱧỘϞỘ Ϭ←ᵲ χ πְ֫βϥ

̞←ᵲτϢμο ϘϦθ ӽᴿ ϒψὋ τ◦כβϥ

ˢⱧ τ πΦϥ←ᵲˢ ᵲ ˣχ ›ˣ

ᶆ τϢϥ ᴂ

ꜛ ʾᴪ χӗ ᶎ ʾӗ ᶎ

ṍ ᴲχם☼ˢᴲ← Ⱳˣ

ʾ

ᴂẍẎῐˢᵚᵈ ΥΜϥ ›ˣ

ự ᵲᶎ ʾ

Ԍχӗ ᶎ

χӗיּ ᶎ

☼ ʾ χ ᵲ ệᶎ

“ Ṑḩʾḩἰּיϒχ

BCPの発動

必要資源の確保

災害発生

事

前

対

応

初

動

対

応

復

旧

・

事

業

継

続

対

応
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ʾ ←ῇτỘ Ϟ Ԍ ΥςχϢΞτ ӱΰοΜΨχΤϬᴦ♪ᴟΰοΣΨρʺⱲḧ꞊τϢϥ

ᴂχϱЮ˔ЅΥνΦϞβΜπβʻᴞ χϢΞσ ӱϽжТϬ  τ ṜΰοΣΨρϢϤ Ϙ

ΰΜπβʻ 

【参考Ⅲ-３】業務量・職員数推移（非常時優先業務量・参集想定からのイメージ） 

  βϥừẍⱧ τΣΪϥỘ ʾ Ԍ χ ӱˢϱЮ˔Ѕˣψᴞ χρΣϤʻ 

ᵵφ ←ῇ3 Ϭ ӗτʺ ᵓ ԌιΪπψ ᴂπΦσΜỘ τνΜοψʺẸ ʾ

ᴂכ Ԍ χ τϢϤכ ᴂΰϘβʻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʾם∑τψʺ ᶨ Ϭ“μθ πʺζχὫᴮτ ΰοχⱳχ“ ʺ ├Υ τσϤϘβʻζ

χθϛʺᶆᴿϞⱧỘ έρπ ⇔χ ᴂЫИвϯиˢⱲὉ π⌠ ˣΥΚϥρʺϢϤם῟

Ϭ‰ϛϥάρΥπΦϘβʻ χ Ϊ ϦϬ Ω πʺ ЎϴАϼзІЕχ⌠ Ϝ ῟π

βʻ 

 

ʾṌτ ᴂЫИвϯиϬ⌠ ΰοΜϥ ›ψʺ σ χϙⱧỘὋ ὓᵊτἿ∏ΰʺ ⇔

ψˮ ♠ЫИвϯи╥ ˯ρΰοϜ Μπβʻ 

 

ʾ ←Ⱳτᶆ ԌΥ Τν σ ᴂΥρϦϥϢΞʺ ṍ ᴂϞӗ χ ʺừẍ╥ χṁ

σςϬṜΰθʺ ▼ЂϱЇχὀ BCPϸ˔ЖϬ⌠ ΰʺ Ԍτ ΰοΣΨάρϜ ῟πβ  ̒

 

 

 

 

Ɇȍɜȱ 

業務量０

平常業務量

(職員100％)

24時間 3日 1週間 2週間 1～数か月

β被災規模により異なる
（新たに発生する業務）

応急業務

通常業務

（休止業務）

職員数

外部支援者数

受援等で対応

通常業務

（優先業務）

発災
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６．緊急事態の発生時に起こりうる事態とその対策 

「３．非常時優先業務と目標開始時間」で設定した、優先業務の業務目標開始時間での実施が

できるようにする対策を検討します。 

ここでは、「２．被害状況の想定」をもとに、想定する緊急事態が発生したときに起こりうる

事態を運営資源ごとに洗い出し、その事態に対する対策を立てていきます。対策については、担

当部門や対応時期（対応済も含む）も検討します。対策は計画作成の時のみ検討して終わりとな

らないよう、事業継続計画の運用と併せて進捗管理を行い、平時から社協全体で取り組んでいく

ことが重要です。 

 

【記載例】 

６．緊急事態の発生時に起こりうる事態とその対策 

 βϥừẍⱧ τΣΜοʺᶆⱢᾛτ ΰοṞάϤΞϥⱧ ρζχ ᴂτνΜοψӟᴞχρ

ΣϤρΰϘβʻ 

資 源 起こりうる事態 対 策 担当部門 

対

応

済 

対応時期 

1 年

以内 

1 年

超 

人（職員） Ԍχӗ Υ ΤϣσΜ Ԍ ʺ χ

 

ἰ 
̓   

Ԍʾᴪ χᵚᵈ ԌΰΪ ←ᾆ χם

☼ 

ἰ  
̔  

ṑ ₉ χיּ  ʺ χ  ἰ ̓   

←ᵲ VC֫ ְ Ԍχ Ԍ

 

ᾉ ẸẸזּ τϢϥ

ᴂכ 

ӽ ♅ἰ 
̓   

NPOρχ ὀ ӽ ♅ἰ   ̔ 

JCρχ ὀʾẸ  ӽ ♅ἰ  ●  

Ɫᶊ χ ∕ ԌχⱢᶊ︡ χ  ♅Ђ˔РІἰ ̓   

： ： ： ：  ：  

 

 

 

 

 

 

 

ʾ ├τνΜοψˮ ᵲϬὖᾚβϥ ├˯s Ԍχӗ ᶎ ϜḯϚˣρˮ ϩϤχְ֫Ɫᾛ

Ϭᶎ βϥθϛχ ├˯s Π├ˣτ Ϊο βϥρᾁ ʾ ├ΰϞβΨσϤϘβʻ 

˲╥― ˵͐˳Ϝ╥―τΰοΨιήΜʻ 

 

Ɇȍɜȱ 
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ʾ ⱢᶊּיΥ χ Ộ ˢ ᵒῐσςˣτνΜοψʺ ΠτϢμοϜ Ԍᶎ πΦσ

Τμθ ›τψςΞ ᴂβϥΤʺρΜΞ♪ Ϝ πβʻ χЕзϯ˔ЅσςΥ―Πϣיּ

ϦϘβΥʺ ☼ם ϬЫИвϯи τ ϛοΣΨρ Μπβʻ 

 

 

【参考Ⅲ－４】 

 緊急事態発生時に起こりうる事態とその対策（地震・風水害想定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➀被害を軽減βϥ ├ ➁代替えχ ├ ➀被害を軽減βϥ ├ ➁代替えχ ├

ʾ ԌχϾϹʺ♂

ʾᴪ χᵚᵈ π ỠπΦσΜ

ʾṑ ₉

ʾ ԌχϾϹʺ♂

ʾ←ᵲVCχְ֫◙ṉּיχ ∕

ʾ Ɫᶊ ˢϾϯЫКʺḘῐ◖

ˣχ ∕

ʾ←ᵲ

ʾ ᾫʾPC χ ʾ ♁

ʾ Ὂ χᶎ

ʾᴂẍ χἩ ˢ ʾ◦ᵓὊ

ˣ

ʾᴪ ϒχ ←ễӾ

ʾ ←ᾆ χם☼

ʾBCPχ├ ρễӾˢ ᵔˣ

ʾЫИвϯи

ʾ←ᵲVC Ἡ

ʾ έρχỘ Тк˔

ʾМЃ˔ЖЫАФπχ Ԍ χ

ӃʺḚ

ʾ Ԍ χ

ʾ ԌχⱢᶊ︡

ʾ χּזᵓ ♅ ρχ ὀˢ

χᴂכˣ

ʾNPOρχ ὀˢ ᴂכˣ

ʾ◙ṉּיχ ӡὨϛ

ʾ ԌOBϒχ◦כ

ʾꜛ ӽϬ Πθ ∙χ כ

ʾ ♂ʺχϾϹיּ

ʾ ӽ Υ ΰοΨϥ

ʾ χṑיּ ₉

ʾᾩ ӽχ

ʾ ˢϺаОϷ˔Н˔ˣ

ʾ ӽᵰχ χ Ϊ Ϧ

ʾ←ᵲ

ʾ ᾫ χ ʾ ♁

ʾ Ὂ χᶎ

ʾᴂẍ χἩ ˢ ʾ◦ᵓὊ ˣ

ʾ ᴪיּ ϒχ ←ễӾ

ʾ ←„℅χם☼

ʾМЃ˔ЖЫАФπχꜛ χ Ӄ

ʾ χӗיּ ᶎ χ Ӄ

ˢЎϴАϼзІЕˣ

̠“ ρּזẸπӗ ᶎ χיּ Υσ

ΜΤᶎ

ʾ “ יּכ◦ χᾤ ὓᵊϒ

χḩϩϤ

ʾ ְ֫Ἡ ϒχ╥ᴥ

ʾ χ◙ Ϭ ΪοΜσΨοϜ

Υיּ ϥάρϬ

ʾ ӽ ♅ᶨ ὓᵊρχзрϼˢӗ

ϺАЕʺᵰ ᴂσςˣ

ʾ“ ρχⱧ Ẹṳˢ◙ Ḛ ☼

χ χ ˣ

人（職員） 人（利用者・地域住民）

事　態
対　策

事　態
対　策

➀被害を軽減βϥ ├ ➁代替えχ ├ ➀被害を軽減βϥ ├ ➁代替えχ ├

ʾ֗ Ϥ

ʾ ᵲˢ ᵲˣ

ʾּכ χ ʺᴅ ʺ

ʾ ᾫχ ᵗ

ʾ ╩ χ ᵲʺᴥᵲˢ ᵲˣ

ʾ Υ︡Ϥ δσΜ

ʾὺ χ ᵗʺᴲ←ˢ ˣ

ʾὺ ʾ χ ṍ ᾁˢ Ἡ

τ δοם☼βϥˣ

ʾ ế

ʾ ᾫχ ╩Ḛ

ʾ ᾫχ ʺ ♁

ʾ χ Ḛ χ™ᶎ

ʾ ╩ ♁├Ϭρϥˢ ╩ ♁Тϰ

иЭʺ ╩ χᾧ ʾᴒ ϒχӱ

σςˣ

ʾ ☼ χᶎ

ʾГрЕ χ ᾁʾᶎ

ʾГрЕϞ Ṑ χ←ᵲ χ►Μ

Ἡ

ʾPCΥ►ΠσΜ ›χⱧ Ἡ

ʾУи˔Є˔Е ϤΥπΦϥ ∙χᶎ

ˢ Щжρχ ὀˣ

ʾ◦כ Ɫχ

ʾ Ђ˔РІχ ♁

ʾ

ʾ χיּ

ʾ←ᵲVCⱢṐ∙Υ︣τ ϣσΜ

ʾ Ԍχ

ʾϹЊзрΥ† πΦσΜ

ʾⱧ ˢ ˣΥ︣τ ϣσ

Μ

ʾ ψβΩτ Μ ΰοΣΨˢ

ᶤϬὨϛοΣΨˣ

ʾ יּ χзІЕḚ

ʾ῝ χϹЊзрψכּ τσμθϣ

Ϧϥ

ʾϹЊзрІЌрЖρχ Ẹ

ʾ Ϭự ☼ʺẸזּ τּסϤϦ

ϥ

ʾϱрЌ˔КАЕπχ◦כ Ɫ

ʾ χ

ʾꜛ Ϭכּ ΠοΣΨˢּכΥ► π

ΦσΜ ›τ Ποˣ

ʾJCʺ ᾕḼỘρχ ὀʺẸ (

Ɫ◦כˣ

ʾ ˢ Ϙμο⌠ϦσΜˣ̠

ϒχ Ϥ Π

ʾ χ ᴦˢ ṛ ←ᵲⱲˣ̠

“ ρχ

ʾФАЄвἷπχ Ɫ◦כˢ

ρχⱧ ˣ

ʾּזẸẸ πχ › Ɫ◦כ

建物・設置 流通・物

事　態
対　策

事　態
対　策
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➀被害を軽減βϥ ├ ➁代替えχ ├ ➀被害を軽減βϥ ├ ➁代替えχ ├

ʾᵓ ᾚ

ʾⱧỘ ᾚ

ʾ Ὧ

ʾΚβοϣβ χỲיּ ΰ Ϧ

ᴦ

ʾỲ Ṑḩ ♁τϢϥ ᵓὓχ

♁

ʾ ỸּזẸϒχ Ỳχ ˢ ←

τϢϤⱧỘם☼πΦσΜ ›σςˣ

ʾ₴ṬΥ Πϥ

ʾӦ χ ḥ

ʾᾝỲϬ ӪΰοΣΨˢỴ“π

ΥβΩτ σΜ ›τ Ποˣ

ʾṁỲχṛ Ϭ ΠοΣΨˢ←ᵲⱲ

τ►ΠϥϢΞτˣ

ʾϱрЌ˔КАЕНрϺрϽᶨ

ʾӦ χ︡ӌΜτνΜο“ ρⱧ

Ẹṳ

ʾⱢ∙† Ⱳχ ᶝχῖ

ʾ ϓ χᾝ ◦ẚˢΚβοϣβ

χỲיּ ΰ Ϧ ᴦχ ›ˣ

ʾ Ὦρ αỲᶛπẚ Ϭ◦ Μʺῇ

▄

ʾṄ Ỳχ

ʾ←ᵲVCχ Ὧ χᾫ ˢỘ

Ӧ τνΜοχ“ ρχⱧ Ẹṳˣ

ʾừẍ Ṑ χ ♁ˢ Ԍρχ

ˣ

ʾḩἰṐḩρχ

ʾ Υ₉

ʾ χ┬ ˢ ΰΜʺ ΰΨσ

Μˣ

ʾ ΥπΦσΜ

ʾ ρχיּ

ʾ←ᵲⱲτ Ặ βϥ τνΜ

οʺ←ᵲVCЈрЌ˔ ʺ◕ ρיּ

χⱧ κ›ϩδˢ Ặ χ

ᴟˣ

ʾ←ᵲⱲ χ

ʾ ←жЅϷχ

ʾ←ᵲ ᾠЍϱбиˢ►ΠϥϢΞτ

ΤϣἩ ˣ

ʾ Ṑχ ˢʹˏʹˣ

ʾSNSχ

ʾ Ԍḧχ ΥνσΥϣσΜ

›ʺựΜ Ԍ ●ψ ꜛ τ“Ψ

金・資金 情報・通信

事　態
対　策

事　態
対　策

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➀被害を軽減βϥ ├ ➁代替えχ ├ ➀被害を軽減βϥ ├ ➁代替えχ ├

ʾ ̠ЕϱйΥ►ΠσΜ

ʾ Υ♁Ϙϥכּ

ʾ ̠Ộ ϒχ◦

ʾϹІ

ʾ ʺỆχ ᵗ̠ṑ ₉ ʺ Ԍ

Υ μο σΜ

ʾЕϱйχ►Μ χἩ ˢ Ⱳˣ ʾ χ ˢԐ ʺЕϱй ˢṍᾢ

Ϧχ σςˣˣ

ʾ ӽ χӻᾭˢ︣ᴃΰЪрФˣχΚ

ϥᴪχ Ӄ

ʾ ⱲḛӬЕϱйχ

ʾ Ṑχ ʺ ṍ ᾁˢϹЊз

рʺЯНϱиʺϹІЩрЦЌϱФσ

ςˣ

ʾϹІЩрЦχ

ʾᵝ χ ˢ︣ⱱκἷʺжрЌ

рἷˣ

ʾΤϘς χ ˢ ☼

σςˣ

ʾ Ԍᶆᾤ πχ

ʾ ṓꜛ χᶨכּ

ʾЄІГЭʺЂ˔Н˔χ ᵗ

ʾ ᾛ ﬞʺ

ʾД˔Ќ ẛχὊ

ʾᴲ←τϢϥ ﬞ

ʾ ʺ ήϦϥ

ʾД˔ЌχϼжϳЖḚ

ʾД˔ЌχНАϼϯАФ

ʾЂ˔Н˔χ ʺ ♁

ʾ ᾑϒχᴥ

ʾ ψ♠Ц˔ІπϜД˔Ќᴟ

ʾỘ ЫИвϯиʺ ꜠Ϭ♠Ц˔Іπ

Ϝ

ʾΩ ᾢχϜχψԊ╓ΰοʺ◙

τ Ḛʺ ṍ  ΰοΣΨ

ʾД˔ЌχзІЕᴟʺи˔иὨϛ

ʾЄІГЭʺД˔ЌḚ χ︣⌠Ộπ

χ

ライフライン 業務システム・データ

事　態
対　策

事　態
対　策

➀被害を軽減βϥ ├ ➁代替えχ ├

その他

事　態
対　策

ʾ ԌχὲῴʺІЕйІʺЮрЌи

ХиІ

ʾ Ḭχ ♁

ʾừẍⱲτΣΪϥ ṛ ˢТ˔Ж

Нрϼχ ∙Ϭṑ ₉ τיּ ΰο

Ϝ ΜΤʺσςˣ

ʾ₢ẤχσΜ τ᷊Φ₅ϘϦϥ

ʾ←ᵲVCχ

ʾ ←ΰοΜσΜ ӽχỘ ϬϸА

Еβϥσςχи˔иὨϛ

ʾ Ⱳχи˔иὨϛ

ʾІЕйІЮрЌиХиІᾆ

ʾ Ḭχ←ᵲⱲ֫ τνΜοʺⱧ

τ“ ρẸṳ

ʾ←ᵲⱲʺ ԌΥᾝ Ϭ ӃπΦϥ

ϢΞτШмϱЕЩ˔Жτ Φ β

ˢ Φ β χи˔иὨϛˣ

ʾ Ԍχ ệτᴂαθỠ ЄТЕχ

ʾТ˔ЖНрϼχ←ᵲⱲ

ˢρκΧּזẸ͗ͥ͘├ ʾ֫ ᾁ ᵓ⌠ ˣ 
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７．教育・訓練 

 作成したＢＣＰの法人全体への教育や訓練について、その内容や実施時期を定めます。 

 ＢＣＰはただ策定すればよいというものではなく、緊急事態発生時に各職員が有効に活用でき

なくては意味がありません。ＢＣＰを実効性のあるものにするには、役職員をはじめ法人全体に

事業継続の重要性を共通の認識として持たせ、その内容を法人内に「文化」として定着させるこ

とが重要です。そのためにも継続的な教育・訓練を計画的に実施していくことが不可欠です。 

 

【記載例】 

７．教育・訓練 

 ừẍⱧ Ⱳτᶎםτ ὓᵊΥ֫ πΦϥϢΞʺ ṍ τễӾʾἩ Ϭם☼ΰϘβʻ 

教育・訓練名 内 容 対 象 時期（頻度） 担 当 

ⱧỘὋ ὓᵊ 

ˢ͗ͥ͘ˣᾆ  

͗ͥ͘χ ʺ   Ϭ

βϥʻ 

Ԍ 4Ὦ ἰ 

ӗ ᶎ Ἡ  ΚϣΤαϛ ϛϣϦθ

τϢϤם☼ʻ 

Ԍ 4Ὦ ἰ 

ᴂἩ  ᴂˢ͗ͥ͘ ḯˣ

τνΜοṊ Ἡ Ϭ“Ξ  ̒

Ԍ 9Ὦ ӽἰ 

←ᵲЩжрГϰϯ

ЈрЌ˔ְ֫Ἡ  

ְ֫χЄЬвй˔Єдр

ם Ϭ“Ξʻs Ϙπχ

Ϧψˮ ᴂἩ ˯τ

οᶎ ˣ 

Ԍ 9Ὦ ӽἰ 

Ṑ κ

ΫἩ  

ṐϬ κ Ϋ

ο Ṟ̋ Ϟ ằẚχ

Ϭᶎ ʻ 

ᴿ Ԍ 4Ὦ ̓̓ἰˢ

ἰˣ 

   ʿ      ʿ        ʿ    ʿ    ʿ 

 ̞ Ṝ ễӾʾἩ χϕΤʺ Ԍ ⱲσςτϜ“ΜϘβʻ 

 

 

 

ʾἩ ψʺR Ϭ Μ βάρϜ Φσ πβ ν̒ϘϤʺ ςΣϤτḁ τ“ΞἩ ϢϤϜʺ

ΞϘΨπΦγ ΤϣσΜάρϞᴿ Υ οΨϥἩ χ Υ ΜἩ ρᾠΠϘβʻ 

ʾἩ τṁξΦʺⱧỘὋ ὓᵊϞЫИвϯи χᴿ Ϭᾁ ΰʺУжАЄвϯАФΰοΜΨάρ

Υ πβʻ 

 

 

 

 

 

Ɇȍɜȱ 
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P a （計画）
計画の策定

  （実行）
訓練等の実施

C  c （  ）
 検・検 

 c （  ）
計画の  ・見直し

計画の
実効 を める

８．見直し 

 作成したＢＣＰの定期的な見直しの時期を定めます。 

 組織体制の変更や人事異動、新事業の実施等があった場合には、随時更新し、実態に即した計

画にしていかなければ、いざというときに全く機能しない計画になってしまいます。また、訓練

や被災経験等を踏まえて定期的に計画の実効性等を評価・是正し、継続的にレベルアップを図っ

ていくことが重要です。 

 

【記載例】 

８．見直し 

 ὓᵊχם῟ Ϭᶎ βϥθϛʺӟᴞχρΣϤ χᾋ ΰϬ“ΜϘβʻ 

見直し時期 1ᴗ ˢ3Ὦˣτם☼ ̞ӦԌᵓϬ ΰοᾁ  

確認項目 

̘ ṁ Υᾝ∕χ ʾ☼ χ ệτ›μοΜϘβΤʻ 

̘ τỌӧρσϥừẍⱧ ψΚϤϘδϭΤʻ 

̘ ꜛ ʾ☼ χⱧỘʾЂ˔РІτ  ψΚϤϘδϭΤʻ 

̘ Ṝ  τΣΜοʺỘ χ ӡψᾁ ήϦοΜϘβΤʻ 

̘  ʺӰ Ϭ ֳΰθừẍⱧ ᴂ ρσμοΜϘβΤʻ 

̘ ᶆ χ τЙϾʾЯйψΚϤϘδϭΤʻ 

̘ ήϦθ ├ψṍᾢ τם☼ήϦοΜϘβΤʻ 

̘ ԌễӾʾἩ ψ ςΣϤם☼ήϦοΜϘβΤʻ 

̘ Ϟ зІЕχ  ψΰοΜϘβΤʻ 

̘ ᾋ ΰʾᵠ ϬΰθὓᵊτνΜοʺ Ԍτ ΰϘΰθΤʻ 

Π 

 

 

 

 ʾᵃẠχ←ᵲπϜⱧỘὋ ὓᵊψ├ ΰοΜθΥʺם∑χ←ᵲπψ ΨṐ ΰσΤμθ Υ

ΨΚϤϘβʻΩ ΤϣṊ πχḁ σὓᵊϬ ◙βχπψσΨʺͥΈʹΊˢὓᵊχ├ ˣ̰ 

͙Όs Ⱨ ├ʾἩ χם☼ˣ̰ ͘΄ͼͺ·s ᾁʾ ᴣˣ̰ ͖ͺΒs ὓᵊχᵠ ʾᾋ ΰˣ

χ͙͖ͥ͘ЂϱϼиτϢϥὋ ᵠ ˢΜϩϠϥˮⱧỘὋ ЫКЅЮрЕˢBusiness Continuity 

ManagementʺBCMx˯x ϬӪ꜡ΰʺὓᵊχם῟ Ϭ‰ϛοΜΦϘΰϡΞʻ 

 【P C サイクルによる継続的  】 

 

 

 

 

 

 

 

Ɇȍɜȱ 
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Ⅳ 感染症対応事業継続計画の作成ポイント 

 令和 3 年 3 月現在、新型コロナウイルス感染症が猛威をふるっており、感染症対策は社協にと

っても急務であります。また、今後、新型インフルエンザ感染症など新たな感染症の流行の可能

性も考えられるため、感染症に対応した事業継続計画を作成しておく必要性があります。 

 前項までは主に自然災害に対する事業継続計画策定について説明してきました。自然災害でも

感染症でも優先すべき通常業務はほぼ変わりませんが、応急的に行う業務は大きく変わってきま

す。また、自然災害とは発生の仕方が異なり、長期継続的な対応が必要となります。 

 以下では、自然災害と感染症の相違点や事業継続計画作成時に押さえておくべきポイントを解

説します。 

 

１ 自然災害と感染症の相違  

 自然災害（地震、風水害等）においては、優先業務を継続しながら、できる限り早期の事業

復旧を目指します。しかし、感染症流行下においては、職員や利用者等が感染するリスクや社

協としての社会的責任などを勘案して、事業継続のレベルを決める必要があります。その他、

被害の対象や影響範囲、期間など自然災害と感染症では異なる点が多くありますので、事業継

続計画作成時には、その特徴をしっかりとらえておく必要があります。 

 

【参考Ⅳ-1】 BCPにおける地震災害と新型インフルエンザとの違い 

項目 地震災害 新型インフルエンザ 

事業継続方針 ̓πΦϥᾢϤⱧỘχὋ ʾ ṍ ẛ

Ϭ ϥ 

̓ḇ зІϼ ᵓזּ̋ Ὂְ̋ Ϭ᷈

ӛΰ Ⱨ̋ỘὋ йЦиϬὨϛ Ⱨ̋ỘϬὋ

 

被害の対象 ̓︠ρΰοʺ☼ ʾ ᵓϱזּʺ

рТжϒχ ᵲΥ ΦΜ 

̓︠ρΰοʺ ϒχὲῴ ᵲΥ ΦΜ 

地理的な影響範

囲 

̓ ᵲΥ ӽ ʾộ ˢ ☼

πχ ỘϞ︡ԏⱧỘּיḧχ ḁΥ

ᴦ ˣ 

̓ ᵲΥ ӽʺ ᵦ ρσϥs

☼ πχ ỘϞ︡ԏⱧỘּיḧχ ḁ

Υ ᶎםˣ 

被害の期間 ̓ᵃẠⱧ ΤϣΚϥ χֲố

Υᴦ  

̓ ṍᴟβϥρ―ΠϣϦϥΥʺ ᶎם

Υ‰Ψֲố Υ₉  

被害発生と被害

制御 

̓︠τ ῙσΨ βϥ 

̓ ᵲ ψⱧῇχ Ὲ ᴦ  

̓ᵤᵰπ ΰθ ›ʺ Ϙπ

χḧʺ Υ  

̓ ᵲ ψḇ ♁├τϢϤ₮֒ήϦ

ϥ 

事業への影響 ̓ⱧỘϬ ẛβϦωỘ ᵕ Υπ

Φϥ 

̓ ẁ☼ πψ ṍḧ ẁ Υᾚ

ΰʺỘ ӂᴟΥὼ ήϦϥ 

  ʿ˰ ἷϱрТиϵрЃ ├ϹϱЖжϱр˱ 25 6Ὦˢ 30 6Ὦԁ ᵠ  ἷϱрТиϵрЃ ẉό

ϱрТиϵрЃ τḩβϥḩἰ ├ᵓṳˣ 
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̞ˮ ἷϱрТиϵрЃ ├ϹϱЖжϱр˯ 25 6Ὦˢ 30 6Ὦԁ ᵠ  ἷϱрТиϵрЃ ẉό ϱрТиϵ

рЃ τḩβϥḩἰ ├ᵓṳˣ̋ˮּזᵓ ♅☼ ʾⱧỘ τΣΪϥ ἷϱрТиϵрЃ ⱲχỘ Ὃ ϹϱЖжϱр˯s

27 3Ὦ ῡ ˣϬ╥―τ ᵓ⌠  

２ 自然災害と感染症の発生と時系列イメージ 

   自然災害と感染症ではその発生の仕方にも大きな違いがあります。地震等の自然災害にお

いては突発的に発生、業務量が一気に拡大し、比較的短期間（被害規模にもよるが）に業務

回復がなされるのに対し、感染症では長期間に渡る感染の流行推移（海外発生期⇒国内発生

早期⇒国内感染期⇒小康期⇒再燃期）に応じて段階的に業務回復がなされます。 

   なお、国内感染期においては、県外のみ感染が出ている状況と県内感染が拡大している状

況では、業務継続レベルも変わってきます。（※˲╥― -͏ ˳参照） 

 

【参考Ⅳ-２】 自然災害と感染症の時系列業務量イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

平常業務量

業務回復（優先度の い業務から回復）

応急業務（災害VCの運営）の業務量が大きいため、

業務総量は通常よりも増える

業務量０

（数日～1週間程度） （1か月～数か月※災害の規模による）

発災 

平常業務量

日本における発症者数 （イメージ例）

　　　業務縮小

コア業務の継続

業務量０

未発生期

2ヶ月程度の流行が２～3回程度発生する可能 あり

　第1波

　　　第2波

業務縮小準備・感染対策等

2ヶ月程度

再燃期
海外

流行期
小康期国内発生期国内発生早期
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【参考Ⅳ-３】 政府行動計画上の発生段階の区分 

発生段階 状 態 

未発生期 ἷϱрТиϵрЃ Υ ΰοΜσΜ  

海外発生期 ᵤᵰπ ἷϱрТиϵрЃ Υ ΰθ  

国内発生早期  χΜγϦΤχ ᾉπ ἷϱрТиϵрЃ χḆּיΥ ΰοΜϥΥʺ οχ

Ḇּיχ ρׂᶘ ₰π Πϥ  

 

ᶆ ᾉτΣΜοψʺӟᴞχΜγϦΤχ ᵬʻ 

ʾ ӽ ṍˢᶆ ᾉπ ἷϱрТиϵрЃ χḆּיΥ ΰοΜσΜ  x

ʾ ӽ ṍs ᶆ ᾉπ ἷϱрТиϵрЃ χḆּיΥ ΰοΜϥΥ  ̋ ο

χḆּיχ Ϭׂᶘ ₰π Πϥ ˣ 

国内感染期  χΜγϦΤχ ᾉπʺ ἷϱрТиϵрЃ χḆּיχ Υׂᶘ ₰π

ΠσΨσμθ  

 

ᶆ ᾉτΣΜοψʺӟᴞχΜγϦΤχ ᵬʻ 

ʾ ӽ ṍˢᶆ ᾉπ ἷϱрТиϵрЃ χḆּיΥ ΰοΜσΜ ˣ  

ʾ ӽ ṍs ᶆ ᾉπ ἷϱрТиϵрЃ χḆּיΥ ΰοΜϥΥ  ̋ ο

χḆּיχ Ϭׂᶘ ₰π Πϥ ˣ  

ʾ ӽḇ ṍˢᶆ ᾉπ ἷϱрТиϵрЃ χḆּיχ Υׂᶘ ₰π 

ΠσΨσμθ ˣ  

̞ḇ ᶈ ˙Ϙϭט˙Ḇּיχᾚ  

小康期 ἷϱрТиϵрЃ χḆּיχ Υᾚ ΰʺ Μ πρςϘμοΜϥ  

  ʿˮ ἷϱрТиϵрЃ ├ “ ὓᵊ˯ 25 6Ὦˢ 29 ͕Ὦ   ᶕḂ ˣ 

 

３ 感染症対応事業継続計画策定時の留意  

 「社協事業継続計画作成ツール【簡易版】」の各項目において、感染症対応 BCP 策定時に留意

する点を以下のとおりまとめました。 

項目 留意 （自然災害との相違 ） 

１．基本方針 ̓ˮḇ ᶈ χ ♁ˢ יּ ϜḯϚˣ˯ Υ τσϤϘβʻ 

２．被害想定 ̓ḇ πψ ὺ̋ ϞжϱТжϱрτψ ᵲΥσΨ Ϙ̋θ ḇ̋ χ

ᵬτϢμο ᵲ ệs τ Ɫᾛϒχֲố Υx ϩϤϘβ ᶆ̒◕ “

χḇ BCPϞ˰ ἷϱрТиϵрЃ ├ϹϱЖжϱр˱s ἷϱр

ТиϵрЃ ẉό ϱрТиϵрЃ τḩβϥḩἰ ├ᵓṳˣχ

ᵲ σςΥ╥―τσϤϘβʻ 

̓ Υ βϥӟᵰχ ԍπ ỠπΦσΨσϥάρϜ―ΠϣϦϘβʻ

Ỡᴦ Ϭ βϥ π ᴪ̋ τ ᵒῐּיϞⱪ ʺ ⱪΥΜϥΤσςψ

σ τσϤϘβʻ 
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３．非常時優先業

務と目標開始時間 

⇒「業務の継続方

針」 

̓ꜛ ←ᵲBCPτΣΪϥˮ ᵫ◐Ⱳḧ˯χ―Π ρψӰσϤʺḇ χ

ᵬτᴂαοʺ Ộ χỘ Ὃ йЦиϬ ΰοΜΦϘβˢ˲ ╥

― -͎ ˳╥ ˣ̒ ζχθϛʺ  ψˮỘ χὋ ˯ρΰοΜϘβ  ̒

̓Ộ χ ϬὨϛϥ πψʺˮ ḇ ᶈ Ϭ Ωˢḇ ᶈ χḾᾑ Υ‰

ΜΤςΞΤˣ˯ ρΜΞּפ Ϝ ρσϤϘβʻ 

̓ ӽ Ϟ ḇ ΥσΜ ệπψʺ Ԍψ τΚϥΥʺˮ ḇ ᶈ

♁ χ˯Ḣ ΤϣỘ Ϭ δίϥϬ σΜ ệρᾠΠϘβ Ộ̒ Ϭ“Ξ

ψ τΚϤϘβχπʺḇ ᶈ ♁τ ΰθ τ  ΰοם☼

πΦϥỘ Ϟζχם☼ ϬⱧ τᾁ ʾ ΰ π̋ΦϥᾢϤỘ ϬὋ

ΰοΜΨ♪ Ϝ πβʻs ӽ ḇ ệτᴂαοˣ 

̞˲╥― -͏ ◓׃˳ χⱧ ╥  

４．緊急事態発生

時の対応体制 

̓ σӪ◘Ὠ Ϭ“ΞάρχπΦϥḇ ᴂχ ˢḇ ├ ˣ

Ϭᶎ ΰϘβʻ 

̓BCPχ ЌϱЬрϽψʺ χ ∑ ├ṍˢᵤᵰ “ṍ˙

ṍˣΚθϤτσϥρ―ΠϣϦϘβʻ 

̓ ᶎσ ρ Υ πβʻ ʺꜛ Ⱶ ʺ ὲ σς

︣ χᶎ зʾІЕᴟʺ ԌϞ︡ԏ ẉό ὲ χ χԁ Ϭ⌠ ΰ

οΣΦϘΰϡΞʻ 

５．初動対応・全体

フロー 

⇒「感染症の流行

段階に応じた対

応・全体フロー」 

̓ḇ χ ᵬτᴂαθ ᴂϬᾁ ΰϘβʻ 

̓ˮḇ ˯ΚϥΜψˮ ḇ χṮΜΥΚϥ˯ּיΥ ΰθ ›χ ᴂϜᾁ ΰ

οΣΨ ΥΚϤϘβʻ˰ ᵒῐ☼ ʾⱧỘ τΣΪϥ ἷЀкЗϳϱиІḇ

ⱲχỘ Ὃ ϹϱЖжϱр˱s 2 12Ὦ ῡ ὲộˣσ

ςΥ╥―τσϤϘβʻ 

６．緊急事態の発

生時に起こりうる

事態とその対策 

̓ὺ Ϟῖ ʺ ж̋ϱТжϱр τψֲốΥϕϖσΜs ᾉ πψּכ Ỡ

Υ︠χӮʺ̔̀ Ặῖ χ τΣΪϥḇ зІϼϜ σΜ θxϛ Ɫ̋ᾛχ π

Ϝ Ϟ Ɫ Ϭ τ ├Ϭ―ΠοΜΨάρτσϤϘβʻ 

̓Ⱨ ├τΣΜοψʺ τḇ ♁χи˔и⌠ϤΥ πβʻ ᵬτ

ᴂαοςχϢΞσḇ ♁├Υ Τᾁ ΰοΣΦϘβʻs˲╥― -͐ ˳╥

ˣ 

̓ICTχᶨ ψḇ “Ⱳτψ τ ῟πβʻ ⱲΤϣϜỘ χ῟ ᴟ

Ϟ ΰΜЌ˔ϿАЕχ︡Ϥ₅ϙσςτϜ ᶨ πΦϘβʻּזẸρΰοϜ

ICTχ τνΜοᾁ ΰοΜΨάρΥ ϘΰΜπβʻ 

７．教育・訓練 ̓ ʾ “ χ ᵬΤϣʺ︣ ΜϞЫІϼ ʺ Ϭ βἴ ᶨ

Ϟ Ⱳτψ ϬΏΠϥזּ χ ӤṓξΨϤϬΰοΣΨάρΥ π

βʻ 

８．見直し ̓ᾋ ΰτνΜοχ―Π ψꜛ ←ᵲBCPρ ʻ 
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【参考Ⅳ-３】 

 方法を変更して対応できる業務の検討(益子町社協)  

益子町社協では、新型コロナウイルス感染症に対応した業務継続計画の策定において、各業

務の対応を「優先」と「中断・中止」だけでなく、「方法を変更し、対応できる事務業務」を含

めた 3 段階に分類しています。 

４ 業務継続計画における各業務の対応 

 業務継続計画の実施を指示された場合、次の考えに基づき、あらかじめ３段階に分類する。 

Ａ 従来どおり、継続しなければならない事務事業 

 住民生活を支援するため中止できない事務事業については、感染予防対策を講じつつ、業務を縮小して継続する。 

Ｂ 取り扱いの方法を変更し、対応できる事務事業 

 窓口対応を継続すると、住民同士や職員と住民同士の間で感染が広がる危険性が高い。そのため、窓口対応は中止し、

電話や郵便による対応に方法を変更する。やむを得ず、窓口対応を継続する場合は、防護方法をとる。 

Ｃ 中断及び中止する事務事業 

 新型コロナウイルス（ＣＯＶＩＤ－１９）感染拡大防止のためには、人込みを避け、人との対面での接触はしないこと

が重要であることから、多くの人を集めての会議、事業等は、一時的に中止する。また、少ない職員数のため、Ａ，Ｂ以外の

事業は一時的に中断、中止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                出典：益子町社協「新型コロナウイルス（COVID -19）業務継続計画」 

╡ ╩ ⇔ ┘

ה ⁸ ⌐ ∆╢↓≤

ה ⌐ ∆╢↓≤

ה ⁸ ⌐ ∆╢↓≤

☼כ♬ה ⁸ ⌐ ∆╢↓≤

ה ⌐ ∆╢↓≤

ה ☿fi♃כ⌐ ∆╢↓≤

ה ⌐ ∆╢↓≤

ה ⌐ ∆╢↓≤

ה ⁸ ⌐ ∆╢↓≤

ה ⌐ ∆╢↓≤

ה ⌐ ∆╢↓≤

ה ╕≈╡⁸┤╣№™ ⌐ ∆╢↓≤

ה ↔≤ ⌐ ∆╢↓≤

ה ⌐ ∆╢↓≤

ה ⌐ ∆╢↓≤

Ⱳꜝfi♥▫▪⁸ה ⁸ ⌐
∆╢↓≤

ה ╡Ⱡ♇♩꞉כ◒ ⌐ ∆╢↓≤

ה ⁸ ⌐ ∆╢↓≤

ה ⁸ ⁸ ⁸ ⌐ ∆
╢↓≤

™⅛∫∑⅔ה ⱪ꜡☺▼◒♩⌐ ∆╢↓≤

ה ⌐ ∆╢↓≤

ה ─ ⁸ ⌐ ∆╢↓≤

ה ⌐ ∆╢↓≤

ה ⁸ ⌐ ∆╢↓≤

╡╦╕└ה ⁸ ⌐ ∆╢↓
≤

ה ─ ⌐ ה≥↓╢∆ ─ ⁸ ⁸ ⌐ ∆╢↓≤

ה ⁸ ⁸ ⁸ ⌐ ∆╢↓≤ ה ⱦ☻⁸כ◘ ⌐ ∆╢↓≤

ה ⁸ ⌐ ∆╢↓≤

ה ─ ⌐ ∆╢↓≤

ה ⌐ ∆╢↓≤

ה ⁸ ⁸
⌐ ∆╢↓≤

ה ⁸ ↑№™⌐ ∆╢↓≤

ה ⌐ ∆╢↓≤

ה ⁸ ─ ⌐ ∆╢↓≤

ה ⌐☻ⱦכ◘ ∆╢↓≤

ה ☿fi♃כ ⌐ ∆╢↓≤

ה ⁸ ⌐ ∆╢↓≤

ה ⌐ ∆╢↓≤

ה ⁸ ⁸ ⌐ ∆╢↓≤

⁸☺כⱶⱭכⱱה ⌐ ∆╢↓≤
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【参考Ⅳ-４】  

 
出典：中小企業 BCP 策定運用指針を用いた新型インフルエンザ対策のための中小企業 BCP（事業継続計画） 

策定指針（平成 21 年 3 月 経済産業省中小企業庁） 
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・「大規模災害発生時における地方公共団体の業務継続計画」（平成 28 年 2 月 内閣府） 

・「事業継続計画ガイドライン－あらゆる危機的事象を乗り越えるための戦略と対応－」（平成 25

年 8 月改定 内閣府） 

・「中小企業 BCP 策定運用指針 第 2 版－どんな緊急事態に遭っても企業が生き抜くための準備

－」（平成 24 年 3 月 経済産業省中小企業庁） 

・「災害に強い事業所づくり～社会福祉事業におけるＢＣＰ 方法と実践～」（平成 25 年 株式会

社浜銀総合研究所） 

・「宍粟市社会福祉協議会事業継続計画 第 1 版」（平成 25 年 3 月 宍粟市社会福祉協議会） 

・「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」（平成 25 年 6 月、平成 29 年 9 月変更 内閣官房） 

・「新型インフルエンザ等対策ガイドライン」（平成 25 年 6 月、平成 30 年 6 月一部改正 新型イ

ンフルエンザ等及び鳥インフルエンザ等に関する関係省庁対策会議） 

・「社会福祉施設・事業所における新型インフルエンザ等発生時の業務継続ガイドライン」（平成

27 年 3 月 厚生労働省） 

・「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」（令和

2 年 12 月 厚生労働省老健局）     

・中小企業 BCP 策定運用指針を用いた新型インフルエンザ対策のための中小企業 BCP（事業継

続計画）策定指針（平成 21 年 3 月 経済産業省中小企業庁） 
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